
 
 

○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
（
抄
） 

 （
退
職
金
） 

第
十
条 
機
構
は
、
被
共
済
者
が
退
職
し
た
と
き
は
、
そ
の
者(

退
職
が
死
亡

に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
遺
族)

に
退
職
金
を
支
給
す
る
。
た
だ

し
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
月
数(

以
下
「
掛
金
納

付
月
数
」
と
い
う
。)
が
十
二
月
に
満
た
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

２ 

退
職
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
掛
金
納
付
月
数
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

二
十
三
月
以
下 

被
共
済
者
に
係
る
納
付
さ
れ
た
掛
金
の
総
額
を
下

回
る
額
と
し
て
、
掛
金
月
額
及
び
掛
金
納
付
月
数
に
応
じ
政
令
で
定
め

る
額(

退
職
が
死
亡
に
よ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
被
共
済
者
に
係
る
納
付

さ
れ
た
掛
金
の
総
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
、
掛
金
月
額
及
び
掛
金
納

付
月
数
に
応
じ
政
令
で
定
め
る
額)

 

二 

二
十
四
月
以
上
四
十
二
月
以
下 

被
共
済
者
に
係
る
納
付
さ
れ
た
掛

金
の
総
額
に
相
当
す
る
額
と
し
て
、
掛
金
月
額
及
び
掛
金
納
付
月
数
に

応
じ
政
令
で
定
め
る
額 

三 

四
十
三
月
以
上 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額 

イ 

被
共
済
者
に
係
る
納
付
さ
れ
た
掛
金
の
総
額
を
上
回
る
額
と
し
て
、

掛
金
月
額
及
び
掛
金
納
付
月
数
に
応
じ
政
令
で
定
め
る
額 

ロ 

計
算
月
（
そ
の
月
分
の
掛
金
の
納
付
が
あ
つ
た
場
合
に
掛
金
納
付
月

数
が
四
十
三
月
又
は
四
十
三
月
に
十
二
月
の
整
数
倍
の
月
数
を
加
え

た
月
数
と
な
る
月
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
被
共
済
者
が
退
職
し
た
も
の
と
み
な
し
て
イ
の
規
定
を
適
用

し
た
場
合
に
得
ら
れ
る
額
（
第
四
項
に
お
い
て
「
仮
定
退
職
金
額
」
と

い
う
。
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
計
算
月
の
属
す
る
年
度
（
四
月
一
日
か

ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る
支
給
率

を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
て
得
た
額 

３ 

（
略
） 

４ 

第
二
項
第
三
号
ロ
の
支
給
率
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
各
年
度
ご
と
に
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
運
用

収
入
の
う
ち
同
号
ロ
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
部
分
の
額
と
し

て
算
定
し
た
額
を
当
該
年
度
に
計
算
月
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
被
共
済
者

の
仮
定
退
職
金
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
、
当
該
年
度

以
降
の
運
用
収
入
の
見
込
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
年
度
の

前
年
度
末
ま
で
に
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め
る
も
の
と

す
る
。 

５ 

（
略
） 

参
照
条
文 

1



 

（
退
職
金
の
分
割
支
給
等
） 

 
第
十
二
条 

 

機
構
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
共
済
者
の
請
求
に

よ
り
、
退
職
金
の
全
部
又
は
一
部
を
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。 

一 

退
職
金
の
額
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
未
満
で
あ
る
と
き
。 

二 

被
共
済
者
が
退
職
し
た
日
に
お
い
て
六
十
歳
未
満
で
あ
る
と
き
。 

三 

被
共
済
者
が
退
職
金
の
一
部
を
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
支
給
す 

る
こ
と
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
項
に
規
定
す
る
分
割
払
対
象
額

が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
未
満
で
あ
る
と
き
又
は
当
該
退
職
金

の
全
額
か
ら
同
項
に
規
定
す
る
分
割
払
対
象
額
を
減
じ
た
額
が
厚
生
労

働
省
令
で
定
め
る
金
額
未
満
で
あ
る
と
き
。 

 

２ 

被
共
済
者
が
退
職
金
の
一
部
に
つ
い
て
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
支
給
を

受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
け
る
前
項
の
請
求
は
、
当
該
分
割
払
の
方
法
に

よ
り
支
給
を
受
け
よ
う
と
す
る
退
職
金
の
一
部
の
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
分
割
払
対
象
額
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

分
割
払
の
方
法
に
よ
る
退
職
金
の
支
給
期
月
は
、
毎
年
二
月
、
五
月
、

八
月
及
び
十
一
月
と
す
る
。 

 

４ 

分
割
払
の
方
法
に
よ
る
退
職
金
の
支
給
の
期
間
（
次
項
に
お
い
て
「
分

割
支
給
期
間
」
と
い
う
。
）
は
、
被
共
済
者
の
選
択
に
よ
り
、
第
一
項
の
請

求
後
の
最
初
の
支
給
期
月
か
ら
五
年
間
又
は
十
年
間
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。  

５ 

支
給
期
月
ご
と
の
退
職
金
（
次
条
に
お
い
て
「
分
割
退
職
金
」
と
い
う
。
）

の
額
は
、
退
職
金
の
額
（
退
職
金
の
一
部
に
つ
い
て
分
割
払
の
方
法
に
よ
り

支
給
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
分
割
払
対
象
額
）
に
、
分
割
支
給
期
間
に
応

じ
政
令
で
定
め
る
率
（
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
分
割
支
給
率
」
と
い
う
。
）

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

 

６ 

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
退
職
金
の
一
部
を
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
支

給
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
退
職
金
の
全
額
か
ら
分
割
払

対
象
額
を
減
じ
た
額
を
一
時
金
と
し
て
支
給
す
る
。 

 

 

第
十
三
条 

機
構
は
、
退
職
金
の
全
部
又
は
一
部
を
分
割
払
の
方
法
に
よ
り

支
給
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ

た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
対
し
、
そ
の
事
由
が
生
じ

た
時
ま
で
に
支
給
期
月
の
到
来
し
て
い
な
い
分
割
退
職
金
の
額
の
現
価
に

相
当
す
る
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
現
価
相
当
額
」
と
い
う
。
）
の
合

計
額
を
一
括
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

被
共
済
者
が
死
亡
し
た
と
き
。 

相
続
人 

 

二 

被
共
済
者
に
重
度
の
障
害
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別

の
事
情
が
生
じ
た
場
合
で
あ
つ
て
、
そ
の
者
が
機
構
に
対
し
現
価
相
当
額

の
合
計
額
を
一
括
し
て
支
給
す
る
こ
と
を
請
求
し
た
と
き
。 

そ
の
者 

 

２ 

現
価
相
当
額
は
、
分
割
退
職
金
の
額
を
当
該
額
に
係
る
分
割
支
給
率
の

算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
利
率
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
に
よ

る
複
利
現
価
法
に
よ
つ
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
後
に
お
け

る
直
近
の
支
給
期
月
か
ら
当
該
分
割
退
職
金
に
係
る
支
給
期
月
ま
で
の
期

間
に
応
じ
て
割
り
引
い
た
額
と
す
る
。 
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（
解
約
手
当
金
等
） 

第
十
六
条 

 

退
職
金
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
機
構
は
、
被
共
済

者
に
解
約
手
当
金
を
支
給
す
る
。 

２ 
 

第
八
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
退
職
金
共
済
契
約
が
解
除
さ

れ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
解
約
手
当
金
は
、
支
給
し

な
い
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
つ
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

３ 
 

第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
解
約
手
当
金
に
つ
い
て
、
同
条
第

二
項
の
規
定
は
解
約
手
当
金
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

４ 
 

機
構
は
、
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
解
約
手
当
金
を
支
給
す
る

場
合
又
は
そ
の
掛
金
に
つ
き
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
減
額

の
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
退
職
金
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
解
約
手

当
金
を
支
給
す
る
と
き
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
額
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

                

第
十
七
条 

 

第
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
退
職
金
共
済
契
約
が

解
除
さ
れ
た
際
に
、
当
該
解
除
さ
れ
た
退
職
金
共
済
契
約
の
共
済
契
約
者

が
、
当
該
解
除
さ
れ
た
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
に
つ
い
て
確
定
給

付
企
業
年
金
法 

（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
確
定
給
付
企
業
年
金
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
制
度
で
あ
つ
て
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
要
件
を
備
え
て
い
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
特
定
企
業
年
金
制
度
等
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
旨
の
申
出
を
し
た

場
合
に
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
機
構
は
、
当
該
被
共

済
者
に
解
約
手
当
金
を
支
給
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
共
済

契
約
者
が
、
当
該
解
除
後
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
内
に
、
当
該
被

共
済
者
の
同
意
を
得
て
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
特
定
企
業
年
金
制
度
等
を
実
施
し
た
旨
の
申
出
を
し
た
と
き
は
、
機
構

は
、
当
該
申
出
に
基
づ
き
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
解
約
手
当
金
に
相
当

す
る
額
の
範
囲
内
の
金
額
で
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
金
額
を
、
同
法
第

三
十
条
第
三
項 

に
規
定
す
る
資
産
管
理
運
用
機
関
等
そ
の
他
の
当
該
特

定
企
業
年
金
制
度
等
を
実
施
す
る
団
体
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

も
の
に
引
き
渡
す
も
の
と
す
る
。 

２ 
 

機
構
は
、
前
項
後
段
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
引

き
渡
す
金
額
が
同
項
の
被
共
済
者
に
係
る
解
約
手
当
金
に
相
当
す
る
額
に

満
た
な
い
と
き
は
、
そ
の
差
額
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
被
共
済
者
に
解
約

手
当
金
と
し
て
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 
 

機
構
は
、
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
前
段
の
規
定
に
よ
る
申
出

に
係
る
被
共
済
者
に
つ
い
て
次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
被
共
済
者
に
解
約
手
当
金
を
支
給
す
る
。 

一 
特
定
企
業
年
金
制
度
等
が
実
施
さ
れ
る
前
に
退
職
又
は
死
亡
し
た
と

き
。 

二 

第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
な
か
つ
た
と
き
。 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
と
き
の
ほ
か
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
由
が

生
じ
た
と
き
。 
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（
過
去
勤
務
期
間
の
通
算
の
申
出
等
） 

 
第
二
十
七
条 

退
職
金
共
済
契
約
の
申
込
み
を
行
お
う
と
す
る
者
（
そ
の
者

の
雇
用
す
る
従
業
員
に
つ
い
て
現
に
退
職
金
共
済
契
約
を
締
結
し
て
い
る

も
の
を
除
く
。
）
は
、
そ
の
申
込
み
を
行
う
際
に
、
被
共
済
者
と
な
る
べ
き

従
業
員
の
過
去
勤
務
期
間
（
当
該
申
込
み
を
行
お
う
と
す
る
者
に
雇
い
入
れ

ら
れ
た
日
か
ら
退
職
金
共
済
契
約
の
効
力
が
生
ず
る
日
の
前
日
ま
で
の
継

続
し
て
雇
用
さ
れ
た
期
間
か
ら
第
三
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
つ

た
期
間
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間
を
除
い
た
期
間
（
そ
の
期
間

に
一
年
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
も
の
と
す
る
。
）

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
月
数
（
そ
の
月
数
が
百
二
十
月
を
超
え
る
と
き

は
、
百
二
十
月
）
を
当
該
退
職
金
共
済
契
約
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
に
通
算

す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

２ 

前
項
の
申
出
は
、
退
職
金
共
済
契
約
の
申
込
み
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ

り
同
時
に
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
る
べ
き
す
べ
て
の
者
に
つ

い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

第
一
項
の
申
出
は
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
退
職

金
の
額
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
過
去
勤
務
期
間
に
係
る
掛
金
月
額
（
以
下

「
過
去
勤
務
通
算
月
額
」
と
い
う
。
）
を
定
め
て
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４ 

過
去
勤
務
通
算
月
額
は
、
掛
金
月
額
の
推
移
等
を
考
慮
し
、
第
四
条
第

三
項
に
規
定
す
る
区
分
に
準
じ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
（
五
千
円

（
短
時
間
労
働
被
共
済
者
に
あ
つ
て
は
、
二
千
円
）
以
上
の
額
と
す
る
。
）

の
う
ち
か
ら
、
当
該
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
共
済
契
約
の
効
力
が
生
ず
る

日
に
お
け
る
掛
金
月
額
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
過
去
勤
務
通
算
月
額
は
、
機
構
が

当
該
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
共
済
契
約
の
申
込
み
を
承
諾
し
た
後
は
、
変

更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

  

 

（
過
去
勤
務
掛
金
の
納
付
） 

 

第
二
十
八
条 

前
条
第
一
項
の
申
出
を
し
た
共
済
契
約
者
は
、
当
該
申
出
に

係
る
被
共
済
者
に
つ
い
て
、
退
職
金
共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
た
日
の
属
す

る
月
か
ら
五
年
（
過
去
勤
務
期
間
が
五
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
当
該
過
去

勤
務
期
間
の
年
数
）
を
経
過
す
る
月
（
そ
の
月
前
に
被
共
済
者
が
退
職
し
た

と
き
、
又
は
退
職
金
共
済
契
約
が
解
除
さ
れ
た
と
き
は
、
退
職
の
日
又
は
退

職
金
共
済
契
約
の
解
除
の
日
の
属
す
る
月
）
ま
で
の
掛
金
が
納
付
さ
れ
て
い

る
各
月
に
つ
き
、
過
去
勤
務
通
算
月
額
に
過
去
勤
務
期
間
の
年
数
に
応
じ
政

令
で
定
め
る
率
に
次
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
退
職
金
の
額
の
う

ち
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
定
め
る
額
の
支
払
に
要
す
る
費
用
を
考
慮

し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
率
を
加
え
て
得
た
率
を
乗
じ
て
得
た
額
の

毎
月
分
の
過
去
勤
務
掛
金
を
翌
月
末
日
（
退
職
金
共
済
契
約
が
効
力
を
生
じ

た
日
の
属
す
る
月
分
の
過
去
勤
務
掛
金
に
あ
つ
て
は
、
翌
々
月
末
日
）
ま
で

に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２
～
４ 

（
略
） 
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（
退
職
金
相
当
額
の
受
入
れ
等
） 

 
第
三
十
条 

機
構
は
、
退
職
金
共
済
事
業
を
行
う
団
体
で
あ
つ
て
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
も
の
と
の
間
で
、
当
該
団
体
が
行
う
退
職
金
共
済
に
関
す
る

制
度
に
基
づ
き
そ
の
退
職
に
つ
き
退
職
金
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

る
者
（
当
該
退
職
を
し
た
者
に
限
る
。
）
が
申
し
出
た
と
き
は
そ
の
者
に
係

る
退
職
金
に
相
当
す
る
額
を
当
該
団
体
か
ら
機
構
に
引
き
渡
す
こ
と
そ
の

他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
約
す
る
契
約
を
締
結
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
、
当
該
退
職
を
し
た
者
が
退
職
後
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
期
間

内
に
、
当
該
退
職
金
を
請
求
し
な
い
で
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な

り
、
か
つ
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
出
を
し
た
と
き
は
、

当
該
団
体
と
の
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
当
該
団
体
か
ら
引
き
渡

さ
れ
る
当
該
退
職
金
に
相
当
す
る
額
を
受
け
入
れ
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

機
構
が
前
項
の
受
入
れ
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
退
職
金
共
済

契
約
の
被
共
済
者
と
な
つ
た
者
が
退
職
し
た
と
き
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
退
職
金
を
支
給
す
る
。 

 

一 

第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。 

 

二 

退
職
金
の
額
は
、
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
イ

又
は
ロ
に
掲
げ
る
掛
金
納
付
月
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
イ
又
は
ロ
に
定

め
る
額
と
す
る
。 

イ 

十
一
月
以
下 

当
該
受
入
れ
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら

当
該
被
共
済
者
と
な
つ
た
者
が
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期

間
に
つ
き
、
当
該
受
入
れ
に
係
る
金
額
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
利
率

に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利
に
よ
る
計

算
を
し
て
得
た
元
利
合
計
額
（
当
該
受
入
れ
を
し
た
日
の
属
す
る
月
に

当
該
被
共
済
者
と
な
つ
た
者
が
退
職
し
た
と
き
は
、
当
該
受
入
れ
に
係

る
金
額
。
ロ
に
お
い
て
「
計
算
後
受
入
金
額
」
と
い
う
。
） 

ロ 

十
二
月
以
上 

第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
計

算
後
受
入
金
額
を
加
算
し
た
額 

３
、
４ 

（
略
） 
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○
確
定
給
付
企
業
年
金
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
五
十
号
）
（
抄
） 

 
（
適
格
退
職
年
金
契
約
に
係
る
資
産
の
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共

済
機
構
へ
の
移
換
） 

附
則
第
二
十
八
条 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る

中
小
企
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
中
小
企
業
者
」
と
い
う
。
）

で
あ
っ
て
、
新
法
人
税
法
附
則
第
二
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
格
退
職

年
金
契
約
を
締
結
し
て
い
る
も
の
が
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
の
間
に
、
そ
の
雇
用
す
る
従
業
員
を
被
共
済
者
と
し
て
中
小
企
業
退
職

金
共
済
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
金
共
済
契
約
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
単
に
「
退
職
金
共
済
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
場
合
に
お

い
て
、
当
該
適
格
退
職
年
金
契
約
の
相
手
方
が
、
独
立
行
政
法
人
勤
労
者

退
職
金
共
済
機
構
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
と
の
間

で
、
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
、
当
該

適
格
退
職
年
金
契
約
に
係
る
被
共
済
者
持
分
額
（
当
該
適
格
退
職
年
金
契

約
に
係
る
信
託
財
産
の
価
額
、
保
険
料
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
又
は
共

済
掛
金
積
立
金
に
相
当
す
る
金
額
で
あ
っ
て
中
小
企
業
者
が
負
担
し
た
部

分
の
金
額
の
う
ち
、
当
該
被
共
済
者
の
持
分
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。
）
の
範
囲
内
の
金
額
を
機
構
に
引

き
渡
す
こ
と
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
約
す
る
契
約
を
締

結
し
た
と
き
は
、
当
該
機
構
と
の
契
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
当
該

金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
引
渡
金
額
」
と
い
う
。
）
を
機
構
に
引
き

渡
す
も
の
と
す
る
。  

２ 

引
渡
金
額
の
う
ち
、
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
た
日
に
お

け
る
掛
金
月
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
に
つ
い
て

は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
月
数
を

当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
に
通
算
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
通
算
す
べ
き
月
数
は
、
当
該

退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
と
な
っ
た
者
が
適
格
退
職
年
金
契
約
に
係

る
移
行
適
格
退
職
年
金
受
益
者
等
で
あ
っ
た
期
間
の
月
数
を
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
。  

３ 
 

引
渡
金
額
か
ら
前
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
控
除
し
た
残
余
の
額
を

有
す
る
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
退
職
し
た
と
き
に
お
け
る

退
職
金
の
額
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及

び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規
定
に

よ
る
通
算
後
の
掛
金
納
付
月
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額

と
す
る
。  

一 
 

十
一
月
以
下 

当
該
引
渡
し
を
し
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら

当
該
被
共
済
者
と
な
っ
た
者
が
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間

に
つ
き
、
当
該
残
余
の
額
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
利
率
に
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利
に
よ
る
計
算
を
し
て
得
た
元

利
合
計
額
（
当
該
引
渡
し
を
し
た
日
の
属
す
る
月
に
当
該
被
共
済
者
と
な

っ
た
者
が
退
職
し
た
と
き
は
、
当
該
残
余
の
額
。
次
号
に
お
い
て
「
計
算

後
残
余
額
」
と
い
う
。
）  

二 
 

十
二
月
以
上 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
額
に
計
算
後
残
余
額
を
加
算
し
た
額  

４
、
５ 

（
略
） 
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○
公
的
年
金
制
度
の
健
全
性
及
び
信
頼
性
の
確
保
の
た
め
の
厚
生
年
金
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
三
号
）（
抄
） 

  

（
解
散
存
続
厚
生
年
金
基
金
の
残
余
財
産
の
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職

金
共
済
機
構
へ
の
交
付
） 

附
則
第
三
十
六
条 

施
行
日
以
後
に
解
散
し
た
存
続
厚
生
年
金
基
金
（
当
該

解
散
し
た
日
に
お
け
る
年
金
給
付
等
積
立
金
の
額
が
責
任
準
備
金
相
当
額

を
下
回
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
規
約
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
設

立
事
業
所
の
事
業
主
（
当
該
事
業
主
が
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
（
昭
和

三
十
四
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
中
小
企
業
者

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
そ
の
雇
用
す
る

解
散
基
金
加
入
員
（
解
散
し
た
厚
生
年
金
基
金
が
そ
の
解
散
し
た
日
に
お

い
て
老
齢
年
金
給
付
の
支
給
に
関
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
た
者
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
を
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
被

共
済
者
と
し
て
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
退
職
金
共
済
契
約
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
単
に
「
退
職
金
共
済
契
約
」
と
い
う
。
）
を
締
結
し
た
場
合
に

は
、
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の

被
共
済
者
と
な
っ
た
解
散
基
金
加
入
員
に
分
配
す
べ
き
残
余
財
産
（
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
「
残
余
財
産
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
被
共
済
者
持
分
額
（
当

該
残
余
財
産
の
う
ち
、
当
該
被
共
済
者
と
な
っ
た
解
散
基
金
加
入
員
の
持

分
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
い
う
。
）

の
範
囲
内
の
額
の
交
付
を
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
機
構
」
と
い
う
。
）
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
残
余
財
産
」
と
あ
る
の
は
、「
残
余
財
産

（
附
則
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従
い
交
付
さ
れ
た
も

の
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。 

２ 

機
構
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従
い
残
余
財
産
の
う
ち
被
共
済
者

持
分
額
の
範
囲
内
の
額
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
交
付
さ

れ
た
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
交
付
額
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
当
該

退
職
金
共
済
契
約
の
効
力
が
生
じ
た
日
に
お
け
る
掛
金
月
額
そ
の
他
の
事

情
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
月
数
を
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被

共
済
者
に
係
る
掛
金
納
付
月
数
（
掛
金
の
納
付
が
あ
っ
た
月
数
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
通
算
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
通
算
す
べ
き
月
数
は
、
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
存
続

厚
生
年
金
基
金
の
加
入
員
で
あ
っ
た
期
間
の
月
数
を
超
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

３ 

交
付
額
か
ら
前
項
の
政
令
で
定
め
る
額
を
控
除
し
た
残
余
の
額
を
有
す

る
当
該
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
退
職
し
た
と
き
に
お
け
る
退
職

金
の
額
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第

二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
前
項
の
規
定
に
よ
る

通
算
後
の
掛
金
納
付
月
数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す

る
。 

 

一 

十
一
月
以
下 

当
該
交
付
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当 

該
被
共
済
者
が
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間
に
つ
き
、
当
該
残

余
の
額
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
利
率
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率

を
加
え
た
利
率
の
複
利
に
よ
る
計
算
を
し
て
得
た
元
利
合
計
額
（
当
該
交

付
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
当
該
被
共
済
者
が
退
職
し
た
と
き
は
、
当

該
残
余
の
額
。
次
号
に
お
い
て
「
計
算
後
残
余
額
」
と
い
う
。
） 

 

二 

十
二
月
以
上 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に 

よ
り
算
定
し
た
額
に
計
算
後
残
余
額
を
加
算
し
た
額 

４
～
６ 

（
略
） 

７ 

第
一
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
解
散
し
た
存
続
厚
生
年
金
基
金
の

設
立
事
業
所
の
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
解
散
基
金
加
入
員
を
被
共
済
者

と
す
る
退
職
金
共
済
契
約
を
当
該
解
散
す
る
前
か
ら
引
き
続
き
締
結
し
て

い
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
被
共

済
者
と
な
っ
た
」
と
あ
る
の
は
、「
被
共
済
者
で
あ
る
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
ほ
か
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

８ 

前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
従
い
交
付
額

が
機
構
に
交
付
さ
れ
た
退
職
金
共
済
契
約
の
被
共
済
者
が
退
職
し
た
と
き
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に
お
け
る
退
職
金
の
額
は
、
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
額
の
交
付
が
な
か
っ
た
も
の
と
み
な
し

て
同
法
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
退
職
金
額
に
、
当
該
交
付
の
あ
っ
た
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
か
ら
当
該
被
共
済
者
が
退
職
し
た
日
の
属
す
る
月
ま

で
の
期
間
に
つ
き
、
当
該
交
付
額
に
対
し
、
政
令
で
定
め
る
利
率
に
厚
生

労
働
大
臣
が
定
め
る
利
率
を
加
え
た
利
率
の
複
利
に
よ
る
計
算
を
し
て
得

た
元
利
合
計
額
（
当
該
交
付
の
あ
っ
た
日
の
属
す
る
月
に
当
該
被
共
済
者

が
退
職
し
た
と
き
は
、
当
該
交
付
額
）
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

９
、
10 

（
略
） 
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○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）

（
抄
） 

 
（
退
職
金
を
分
割
払
の
方
法
に
よ
り
支
給
す
る
場
合
の
分
割
支
給
率
） 

 

第
二
条 
法
第
十
二
条
第
五
項 

の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
分
割
支
給
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。 

 

一 

五
年 
千
分
の
五
十
一
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
率
を
加
え
て
得

た
率 

 

二 

十
年 

千
分
の
二
十
六
に
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
率
を
加
え
て
得

た
率 

 
                   

（
過
去
勤
務
掛
金
の
額
の
算
定
に
係
る
率
） 

 

第
四
条 

法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
率
は
、
過
去
勤
務
期
間

の
年
数
に
応
じ
別
表
第
三
の
下
欄
に
定
め
る
率
と
す
る
。 

 

別
表
第
三
（
第
四
条
関
係
） 

一
〇
年 

九
年 

八
年 

七
年 

六
年 

五
年 

四
年 

三
年 

二
年 

一
年 

年

数 

二
・
一
六 

一
・
九
三 

一
・
七
一 

一
・
四
九 

一
・
二
七 

一
・
〇
五 

一
・
〇
四 

一
・
〇
三 

一
・
〇
二 

一
・
〇
一 

率 
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○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経

過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
二
百
九
十
二
号
）
（
抄
） 

 
（
第
二
条
被
共
済
者
に
係
る
退
職
金
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 
施
行
日
前
退
職
金
共
済
契
約
（
平
成
十
四
年
改
正
法
附
則
第
二
条

に
規
定
す
る
施
行
日
前
退
職
金
共
済
契
約
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
被
共

済
者
の
う
ち
、
そ
の
者
に
つ
い
て
過
去
勤
務
掛
金
が
納
付
さ
れ
た
こ
と
の

な
い
者
（
以
下
「
第
二
条
被
共
済
者
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
以
後
に
退
職

し
た
場
合
に
お
け
る
退
職
金
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
掛
金
納
付
月

数
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

（
第
一
号
及
び
第
二
号 

略
） 

三 

四
十
三
月
以
上 

次
の
イ
及
び
ロ
に
定
め
る
額
を
合
算
し
て
得
た
額 

イ 

（
略
） 

ロ 

平
成
八
年
四
月
前
の
期
間
に
係
る
掛
金
と
し
て
旧
最
高
掛
金
月
額

を
超
え
る
額
の
掛
金
の
納
付
が
な
か
っ
た
旧
法
契
約
の
第
二
条
被
共

済
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
に
定
め
る
額
と
し
、
そ
れ
以
外
の
第
二
条

被
共
済
者
に
あ
っ
て
は
、
次
の
⑴
に
定
め
る
額
に
⑵
に
定
め
る
額
を
加

算
し
た
額 

⑴ 

退
職
金
共
済
契
約
が
効
力
を
生
じ
た
日
の
属
す
る
月
か
ら
計
算

月
（
平
成
十
五
年
四
月
以
後
の
計
算
月
に
限
る
。
）
ま
で
の
各
月
分

の
掛
金
に
係
る
区
分
掛
金
納
付
月
数
に
応
じ
イ
⑴
又
は
⑵
に
定
め

る
額
を
合
算
し
て
得
た
額
（
以
下
「
特
定
仮
定
退
職
金
額
」
と
い
う
。
）

に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
計
算
月
の
属
す
る
年
度
に
係
る
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
支
給
率
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に

一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
一
円
に
切
り
上
げ
る
も

の
と
す
る
。
）
を
合
算
し
て
得
た
額 

（
以
下 

略
） 

   

（
支
給
率
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
七
条 

平
成
十
五
年
度
以
後
の
各
年
度
に
係
る
新
法
第
十
条
第
二
項
第
三

号
ロ
の
支
給
率
は
、
当
該
各
年
度
の
支
給
率
を
定
め
る
際
に
当
該
各
年
度

に
特
定
仮
定
退
職
金
額
又
は
通
算
二
年
法
契
約
特
定
仮
定
退
職
金
額
を
算

定
す
る
こ
と
と
な
る
被
共
済
者
（
次
項
に
お
い
て
「
経
過
措
置
被
共
済
者
」

と
い
う
。
）
が
い
る
場
合
に
は
、
新
法
第
十
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

平
成
十
五
年
度
以
後
の
各
年
度
に
係
る
第
二
条
第
一
項
第
三
号
ロ
（
１
） 

及
び
新
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
ロ
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
支
給
率 

に
関
す
る
規
定
」
と
い
う
。
）
の
支
給
率
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
、
各
年
度 

ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
年
度
の
前
年 

度
の
運
用
収
入
の
う
ち
支
給
率
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充 

て
る
べ
き
部
分
の
額
と
し
て
算
定
し
た
額
を
、
新
法
第
十
条
第
二
項
の
規 

定
を
適
用
し
て
退
職
金
の
額
を
算
定
す
る
被
共
済
者
及
び
経
過
措
置
被
共 

済
者
の
う
ち
、
当
該
年
度
に
計
算
月
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
者
の
同
項
第 

三
号
ロ
に
規
定
す
る
仮
定
退
職
金
額
、
特
定
仮
定
退
職
金
額
及
び
通
算
二 

年
法
契
約
特
定
仮
定
退
職
金
額
の
総
額
で
除
し
て
得
た
率
を
基
準
と
し
て
、 

当
該
年
度
以
降
の
運
用
収
入
の
見
込
額
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当 

該
年
度
の
前
年
度
末
ま
で
に
、
労
働
政
策
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
定
め 

る
も
の
と
す
る
。 
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（
退
職
金
相
当
額
の
受
入
れ
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）  

第
十
条 

新
法
第
二
十
一
条
の
五
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
退
職
金
共
済
契 

約
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
退
職
金
共
済
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

                          

○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十

三
号
）
（
抄
） 

 

（
法
第
十
条
第
四
項
の
算
定
し
た
額
） 

第
十
七
条 

法
第
十
条
第
四
項
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
運
用
収
入
の
う
ち

同
条
第
二
項
第
三
号
ロ
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
部
分
の
額
と

し
て
算
定
し
た
額
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退

職
金
共
済
機
構
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
平

成
十
五
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
一
般
の

中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
等
勘
定
の
給
付
経
理
の
損
益
計
算
に
お
け
る

利
益
の
見
込
額
の
二
分
の
一
と
す
る
。 
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○
中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
十

四
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
一
号
）
（
抄
） 

  
 
 

附 

則 

（
経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
二
項
の
算
定
し
た
額
） 

第
八
条 

経
過
措
置
政
令
第
七
条
第
二
項
の
当
該
年
度
の
前
年
度
の
運
用
収 

入
の
う
ち
支
給
率
に
関
す
る
規
定
に
定
め
る
額
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
部

分
の
額
と
し
て
算
定
し
た
額
は
、
当
該
年
度
の
前
年
度
の
勤
労
者
退
職
金

共
済
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
三
十
四
年
労
働
省
令

第
十
八
号
）
第
二
条
第
二
項
の
一
般
の
中
小
企
業
退
職
金
共
済
事
業
等
勘

定
の
給
付
経
理
の
損
益
計
算
に
お
け
る
利
益
の
見
込
額
の
二
分
の
一
と
す

る
。 
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中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
と
企
業
年
金
制
度
と
の

ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
拡
充
に
つ
い
て

平
成
2
6
年
1
2
月
1
6
日

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局

平
成
2
6
年
1
2
月
1
6
日

第
5
8
回
中
小
企
業
退
職
金
共
済
部
会

資
料
３
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中 退 共

D C （ 個 人 型 ）D C （ 企 業 型 ）D B

【
個
人
単
位
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
】

特 退 共

商
工
会
議
所
等
が
実
施
し
て
い
る

特
定
退
職
金
共
済
制
度

【
措
置
済
み
】

中
退
共
と
企
業
年
金
制
度
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
現
況

■
制
度
間
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
個
人
単
位
の
資
産
移
換
と
事
業
主
単
位
の
資
産
移
換
に
分
類
。

■
中
退
共
の
個
人
単
位
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
は
、
中
退
共
の
事
業
所
間
及
び
特
退
共
と
の
間
で
措
置
さ
れ
て
い

る
が
、
企
業
年
金
（
D
B
や
D
C
）
と
の
間
で
は
措
置
さ
れ
て
い
な
い
。

中 退 共

2
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中 退 共
D C （ 企 業 型 ）D B

中
小
企
業
で
な
く
な
っ
た
場
合

措
置
予
定

(廃
止
し
た
場
合
) 特
退
共

適 格 退 職 年 金

【
経
過
措
置
】

【
事
業
主
単
位
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
】

■
事
業
主
単
位
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
う
ち
、
中
退
共
か
ら
他
制
度
へ
の
資
産
移
換
は
、
事
業
再
編
等
の
理
由

に
よ
り
企
業
規
模
が
拡
大
し
、
中
小
企
業
で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
中
退
共
の
退
職
金
共
済
契
約
が

解
除
さ
れ
た
後
に
企
業
年
金
等
を
実
施
し
た
場
合
に
措
置
。

■
他
制
度
か
ら
中
退
共
へ
の
資
産
移
換
は
、
原
則
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
制
度
等
に
つ
い
て
措
置
。

中
退
共
と
企
業
年
金
制
度
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
現
況
（
続
き
）

3

厚 生 年 金 基 金

廃
止
し
た
場
合

解
散
し
た
場
合

措
置
予
定

(中
小
企
業
で
な
く
な
っ
た
場
合
)

中
小
企
業
で

な
く
な
っ
た
場
合
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第
5
7
回
中
退
部
会
に
お
け
る
主
な
ご
意
見

○
独
法
改
革
の
一
環
で
中
退
共
か
ら
Ｄ
Ｃ
へ
資
産
移
換
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
良
い
が
、
中
小
企
業
で
な
く
な
っ
た
場
合
に

し
か
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
企
業
買
収
の
時
、
グ
ル
ー
プ
企
業
と
な
っ
た
中
小
企
業
が
中
退
共
に
加
入
し
て
い
た
場
合
、

中
退
共
以
外
の
制
度
と
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
中
小
企
業
の
ま
ま
で
は
資
産
移
換
が
で
き
な
い
。
（
使
用
者
代
表
委
員
）

○
選
択
肢
の
拡
大
は
良
い
が
、
中
退
共
は
中
小
企
業
の
労
働
者
の
退
職
金
を
み
ん
な
で
助
け
合
い
な
が
ら
作
っ
て
い
く
も
の
。

例
え
ば
Ｄ
Ｃ
に
移
換
す
る
の
は
、
本
来
の
趣
旨
と
ち
ょ
っ
と
外
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
一
般
的
に
Ｄ
Ｃ
に
移
行
す
る
場
合
、

労
使
で
か
な
り
検
討
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
場
が
果
た
し
て
で
き
る
の
か
。
従
業
員
1
0
0
人
以
下
の
企
業
に
お
け
る
労
動

組
合
の
組
織
率
は
１
％
で
あ
り
、
労
働
者
の
意
見
が
ど
の
よ
う
な
形
で
反
映
さ
れ
る
の
か
危
惧
し
て
い
る
。
（
労
働
者
代
表
委

員
）

○
事
業
再
編
に
よ
り
制
度
の
行
き
場
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
場
合
は
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
措
置
す
べ
き
。
（
公
益
代
表
委
員
）

【
個
人
単
位
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
主
な
ご
意
見
】

○
労
働
市
場
の
流
動
性
が
増
し
て
い
く
中
で
、
今
後
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
制
度
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い

が
、
中
退
共
は
、
将
来
の
年
金
で
あ
る
と
同
時
に
、
退
職
金
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
。
退
職
金
と
企
業
年
金
で
は
制
度
構
築

が
異
な
る
中
で
、
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
増
せ
ば
良
い
と
い
う
だ
け
で
い
い
の
か
、
じ
っ
く
り
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
（公
益
代
表
委
員
）

○
労
働
市
場
の
流
動
性
は
、
被
用
者
間
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
自
営
業
者
と
被
用
者
の
移
動
も
あ
る
。
中
退
部
会
や
企
業

年
金
部
会
で
の
議
題
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
小
企
業
庁
が
所
管
し
て
い
る
小
規
模
企
業
共
済
も
視
野
に
入
れ
て
、

全
体
で
制
度
の
整
合
性
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
流
動
性
へ
の
対
応
と
い
う
意
味
で
は
十
分
で
は
な
い
。
（
公
益
代
表
委
員
）

○
労
働
者
の
老
後
の
生
活
の
た
め
の
資
産
形
成
を
促
進
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
は
、
退
職
後
の
受
け
皿
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

資
産
形
成
に
お
い
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
企
業
年
金
の
ほ
か
、
場
合
に
よ
っ
て
は
退
職
手
当
制
度
や
財

形
年
金
貯
蓄
の
よ
う
な
制
度
も
含
め
て
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
促
進
す
べ
き
。
（公
益
代
表
委
員
）

○
他
方
、
資
産
移
換
が
日
常
的
に
行
わ
れ
れ
ば
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
通
じ
て
関
連
す
る
制
度
が
一
括
り
に
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
設
計
や
税
制
の
違
い
を
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら
検
討
を
進
め
て
い
く
べ
き
。
（公
益
代
表
委
員
）

【
事
業
主
単
位
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
主
な
ご
意
見
】

4
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中
退
共
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
に
係
る
考
え
方
の
整
理

○
労
働
者
の
就
労
形
態
の
多
様
化
や
、
会
社
合
併
等
の
事
業
再
編
の
活
発
化
と
い
っ
た

最
近
の
労
働
市
場
や
企
業
活
動
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
職
業
生
活
の
引
退
時
等
に
ま

と
ま
っ
た
退
職
金
・
企
業
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ

に
つ
い
て
制
度
利
用
者
の
選
択
肢
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
は
望
ま
し
い
。

○
退
職
金
制
度
と
企
業
年
金
制
度
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
趣
旨
・
目
的
の
下
で
設
立
さ
れ
、

そ
の
制
度
固
有
の
考
え
方
に
基
づ
き
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
制
度
間
の
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
拡
充
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
各
制
度
の
果
た
す
べ

き
社
会
的
役
割
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
全
体
と
し
て
整
合
性
の
あ
る
形
と
な
る
よ

う
に
制
度
の
在
り
方
を
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

○
現
行
制
度
の
枠
組
み
を
変
え
ず
に
、
ポ
ー
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
拡
充
し
て
い
く
こ
と
が
で

き
な
い
か
、
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

※
例
え
ば
、
前
回
の
部
会
で
ご
意
見
の
あ
っ
た
、
会
社
合
併
に
よ
り
１
つ
の
企
業
に

複
数
の
退
職
金
・
企
業
年
金
制
度
が
並
立
し
、
資
産
移
換
で
き
な
い
場
合
の
ポ
ー
タ

ビ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
ど
う
考
え
る
か
。

5
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NOMURA-BPI
総合

TOPIX
シティグループ

世界国債インデックス MSCI-KOKUSAI

H13.3 13,000 1.275 126.20 110.72 283.83 1,407.73 202.86 1,110.31

H14.3 11,025 1.400 132.74 115.68 286.52 1,179.41 219.98 1,154.10

H15.3 7,973 0.700 117.93 128.85 298.74 886.77 254.02 780.70

H16.3 11,715 1.435 104.26 128.41 293.53 1,340.15 254.41 973.52

H17.3 11,669 1.320 107.09 138.84 299.67 1,359.22 283.20 1,126.39

H18.3 17,060 1.770 117.66 142.56 295.48 2,009.57 305.09 1,447.61

H19.3 17,288 1.650 117.78 157.30 301.89 2,015.42 336.32 1,706.06

H20.3 12,526 1.275 99.90 157.55 312.05 1,450.00 338.08 1,419.47

H21.3 8,110 1.340 98.81 130.88 316.24 945.72 313.82 804.54

H22.3 11,090 1.395 93.46 126.27 322.69 1,214.95 314.39 1,180.68

H23.3 9,755 1.255 83.15 117.77 328.52 1,102.75 290.67 1,209.12

H24.3 10,084 0.985 82.79 110.47 338.18 1,109.28 305.17 1,215.12

H25.4 13,861 0.600 97.41 128.25 349.14 1,546.69 383.82 1,667.42

H25.5 13,775 0.860 100.46 130.55 345.06 1,507.80 386.24 1,740.99

H25.6 13,677 0.855 99.12 128.94 345.26 1,507.70 374.62 1,664.24

H25.7 13,668 0.795 97.86 130.15 346.18 1,504.94 376.01 1,742.97

H25.8 13,389 0.720 98.15 129.75 347.68 1,471.25 371.73 1,702.56

H25.9 14,456 0.680 98.21 132.82 349.46 1,598.95 381.13 1,782.95

H25.10 14,328 0.590 98.35 133.58 351.53 1,599.21 385.18 1,859.96

H25.11 15,662 0.600 102.41 139.16 351.85 1,685.49 401.78 1,976.64

H25.12 16,291 0.740 105.30 144.73 350.09 1,746.17 412.03 2,075.88

H26.1 14,915 0.620 102.03 137.59 352.78 1,636.79 401.46 1,940.44

H26.2 14,841 0.580 101.80 140.50 353.61 1,625.22 409.32 2,050.54

H26.3 14,828 0.640 103.19 142.09 352.80 1,628.52 414.20 2,075.72

H26.4 14,304 0.615 102.24 141.77 353.31 1,573.78 415.51 2,087.77

H26.5 14,632 0.570 101.78 138.73 354.39 1,626.62 414.82 2,118.83

H26.6 15,162 0.560 101.30 138.69 355.41 1,712.30 416.40 2,142.07

H26.7 15,621 0.530 102.79 137.62 356.01 1,748.81 419.26 2,135.99

H26.8 15,425 0.490 104.05 136.64 357.15 1,733.76 427.00 2,215.04

H26.9 16,174 0.520 109.64 138.49 357.41 1,811.98 438.88 2,272.14

H26.10 16,414 0.455 112.30 140.64 359.08 1,822.08 449.38 2,341.76

H26.11 17,460 0.415 118.61 147.67 361.19 1,926.93 479.31 2,533.88

H26.12 17,451 0.320 119.68 144.78 364.96 1,925.54 479.78 2,519.16

H27.1 17,674 0.280 117.44 132.54 365.07 1,935.98 465.44 2,415.12

H27.2 18,798 0.330 119.51 133.77 363.04 2,085.33 470.09 2,602.74

※　「10年国債」に関しては、日本銀行「金融経済統計月報」より「長期国債（10年）新発債流通利回」を掲載。

主　な　経　済　指　標

年度・月末
日経平均

（円）

10年国債※

（年％）

円／ドル

（円）

円／ユーロ

（円）

ベンチマークで用いている指標
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（
注
）
使
用
し
て
い
る
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
は
以
下
の
と
お
り
。

　
　
　
国
内
債
券
：
Ｎ
Ｏ
Ｍ
Ｕ
Ｒ
Ａ
－
Ｂ
Ｐ
Ｉ
総
合

　
　
　
国
内
株
式
：
Ｔ
Ｏ
Ｐ
Ｉ
Ｘ
（
配
当
込
み
）

　
　
　
外
国
債
券
：
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
世
界
国
債
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
除
く
日
本
、
円
貨
換
算
、
ヘ
ッ
ジ
な
し
）

　
　
　
外
国
株
式
：
Ｍ
Ｓ
Ｃ
Ｉ
－
Ｋ
Ｏ
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ａ
Ｉ
（
円
貨
換
算
、
配
当
込
み
、
グ
ロ
ス
）

-
50

-
40

-
30

-
20

-
10

0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

ベ
ン
チ
マ
ー
ク
収
益
率
の
推
移
（
年
度
初
来
累
計
）

国
内
債
券

国
内
株
式

外
国
債
券

外
国
株
式

（
％
）

平
成
２
３
年
度

平
成
２
１
年
度

平
成
２
５
年
度

平
成
１
９
年
度

平
成
２
０
年
度

（
％
）

平
成
２
２
年
度

平
成
２
４
年
度

収 益 率

平
成
２
６
年
度

（
2月
ま
で
）

（
％
）

国
内
債
券

1
.8
1％

国
内
株
式

△
9.
23
％

外
国
債
券

△
7.
54
％

外
国
株
式

2
.4
1％

（
％
）

国
内
債
券

2
.9
4％

国
内
株
式

0
.5
9％

外
国
債
券

4
.9
9％

外
国
株
式

0
.5
0％

国
内
債
券

3
.3
6％

国
内
株
式
△
28
.0
5％

外
国
債
券

0
.5
2％

外
国
株
式
△
16
.8
0％

国
内
債
券

1
.3
4％

国
内
株
式
△
34
.7
8％

外
国
債
券

△
7.
17
％

外
国
株
式
△
43
.3
2％

国
内
債
券

2.
04
％

国
内
株
式

28
.4
7％

外
国
債
券

0
.1
8％

外
国
株
式

46
.7
5％

国
内
債
券

3
.7
2％

国
内
株
式

23
.8
2％

外
国
債
券

17
.7
3％

外
国
株
式

28
.9
9％

収 益 率

国
内
債
券

2.
90
％

国
内
株
式

28
.0
5％

外
国
債
券

13
.4
9％

外
国
株
式

25
.3
9％

国
内
債
券

0.
58
％

国
内
株
式

18
.5
6％

外
国
債
券

15
.2
8％

外
国
株
式

32
.4
3％
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ベンチマークについて 
 
 
ベンチマークとは、運用成果を評価する際に、相対比較の対象となる基準指

標のことであり、市場の動きを代表する指数を使用している。 
 
【国内債券】 
○ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 
野村證券金融経済研究所が作成・発表している国内債券市場のベンチマーク。

国内債券のベンチマークとしては代表的なものである。 
 
【国内株式】 
○ＴＯＰＩＸ（配当込み） 
東証一部上場全銘柄の株価を株式数で加重平均して算出したもの。国内株式

市場の代表的なベンチマークである。 
 
【外国債券】 
○シティグループ世界国債インデックス（除く日本、円貨換算、ヘッジなし） 
日興シティグループ証券株式会社が作成・発表している世界国債のベンチマ

ーク。時価総額につき一定基準を満たす国の国債について、投資収益率を指数

化したもの。国際債券投資の代表的なベンチマークのひとつである。 
 
【外国株式】 
○ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（円貨換算、配当込み、グロス） 
モルガン・スタンレ－・キャピタル・インターナショナル社が作成・発表し

ている日本を除く先進国で構成された世界株指数。対象国の包括性、切り口の

多様性等の点で国際株式投資のベンチマークとしては代表的な存在である。 
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付加退職金の支給に関する告示の制定に伴う関連告示について 

 

１．中小企業退職金共済法施行令第２条第１号及び第２号の厚生労働大臣の定める率を定

める件 

退職金を分割して支給する場合は、退職金を支給する期間における予定運用利回り

（年１％）から算定された率に厚生労働大臣の定める率を加えたものを乗じて得た額を

支給することとしており、本告示で当該率を定めるもの。           〔０〕 

 

２．中小企業退職金共済法第 13 条第２項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 

退職金を分割して支給する場合において、被共済者の死亡等の事由が発生したときは、

残余の期間に応じて厚生労働大臣が定める利率を割り引いた上で、残余の額を一括して

支給することとしており、本告示で１の率を基に当該利率を定めるもの。    

〔１％〕 

 

３．中小企業退職金共済法第 28 条第１項の厚生労働大臣の定める率を定める件 

過去勤務期間の通算の申出を行った共済契約者が納付する過去勤務掛金には、当該通

算する期間における予定運用利回り（年１％）から算定された率に付加退職金相当額と

して厚生労働大臣が定める率を加算した率を乗じることとしており、本告示で当該率を

定めるもの。                 〔過去勤務期間に応じて 0.00～0.08〕 

 

４．中小企業退職金共済法第 30 条第２項第２号イの厚生労働大臣が定める利率を定める件 

特定退職金共済から中退共へ資産を移換した場合、当該資産に対し予定運用利回り

（年１％）に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率を乗じて得た額を退職金として支

給することとしており、本告示で当該利率を定めるもの（ただし、過去の経過措置適用

者は除く）。                             〔1.99％〕 

 

５．確定給付企業年金法附則第 28 条第３項第１号の厚生労働大臣が定める利率を定める件 

適格退職年金から中退共へ資産を移換した場合、掛金納付月数へ通算するとともに、

掛金納付月数へ通算されなかった残余の額については、予定運用利回り（年１％）に厚

生労働大臣が定める利率を加えた利率を乗じて得た額を退職金として支給することと

しており、本告示で当該利率を定めるもの。               〔1.99％〕 

 

６．公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律附則第 36 条第３項第１号及び第８項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 

解散する厚生年金基金から中退共へ資産を移換した場合、掛金納付月数へ通算すると

ともに、掛金納付月数へ通算されなかった残余の額については、予定運用利回り（年１％）

に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率を乗じて得た額を退職金として支給するこ

ととしており、本告示で当該利率を定めるもの。             〔1.99％〕 
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付加退職金の支給に関する告示の制定に伴う関連告示 

 

１ 中小企業退職金共済法施行令第２条第１号及び第２号の厚生労働大臣の定める率を定

める件 

 

中小企業退職金共済法施行令（昭和 39 年政令第 188 号）第２条第１号及び第２号の規

定に基づき、平成 26 年４月１日前に退職した被共済者であって平成 27 年４月１日から

平成28年３月 31日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したも

の、平成 26 年４月１日以後平成 27 年４月１日前に退職した被共済者であって平成 27

年８月１日から平成28年３月 31日までの間に退職金を分割払の方法により支給するこ

とを請求したもの及び平成27年４月１日以後平成28年４月１日前に退職した被共済者

であって平成28年７月 31日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請

求したものに係る同条第１号及び第２号の厚生労働大臣の定める率は、０とする。 

 

 

２ 中小企業退職金共済法第 13 条第２項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 

 

中小企業退職金共済法（昭和 34 年法律第 160 号）第 13 条第２項の規定に基づき、平成

26 年４月１日前に退職した被共済者であって平成 27 年４月１日から平成 28 年３月 31

日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの、平成 26 年４

月１日以後平成27年４月１日前に退職した被共済者であって平成27年８月１日から平

成28年３月 31日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したもの

及び平成 27 年４月１日以後平成 28 年４月１日前に退職した被共済者であって平成 28

年７月 31 日までの間に退職金を分割払の方法により支給することを請求したものに係

る同項の厚生労働大臣が定める利率は、年１パーセントとする。 
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３ 中小企業退職金共済法第 28 条第１項の厚生労働大臣の定める率を定める件 

 

中小企業退職金共済法（昭和 34 年法律第 160 号）第 28 条第１項の規定に基づき、平成

27年４月１日から同年９月30日までの間に効力が生じた退職金共済契約及び同年10月

１日から平成28年３月 31日までの間に効力が生じた退職金共済契約に係る同項の厚生

労働大臣の定める率は、次の表の上欄に掲げる過去勤務期間の年数に応じ、それぞれ同

表の下欄に掲げる率とする。 

過去勤務期間の年数 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 ７年 ８年 ９年 10年 

率 

平成 27 年４月１日から同年９

月 30 日までの間に退職金共済

契約の効力が生じた場合 

0.00 0.00 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 0.08 

平成27年 10月１日から平成28

年３月 31 日までの間に退職金

共済契約の効力が生じた場合 

0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.07 

 

 

４ 中小企業退職金共済法第 30 条第２項第２号イの厚生労働大臣が定める利率を定める件 

 

中小企業退職金共済法（昭和 34 年法律第 160 号）第 30 条第２項第２号イの規定に基づ

き、平成 27 年度に係る同号イの厚生労働大臣が定める利率は、年 1.99 パーセントとす

る。ただし、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関す

る政令（平成 14 年政令第 292 号）第 10 条の規定によりなお従前の例によることとされ

ている場合における厚生労働大臣の定める利率は、年０パーセントとする。 

 

５ 確定給付企業年金法附則第 28 条第３項第１号の厚生労働大臣が定める利率を定める件 

 

確定給付企業年金法（平成 13 年法律第 50 号）附則第 28 条第３項第１号の規定に基づ

き、平成27年度に係る同号の厚生労働大臣が定める利率は、年1.99パーセントとする。 

 

 

６ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律附則第 36 条第３項第１号及び第８項の厚生労働大臣が定める利率を定める件 

 

公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する

法律（平成 25 年法律第 63 号）附則第 36 条第３項第１号及び第８項の規定に基づき、

平成27年度に係る同条第３項第１号及び第８項の厚生労働大臣が定める利率は、年1.99

パーセントとする。 
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